
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

２０２５ 

男鹿市職員採用試験案内 

（大学卒業程度・３次募集） 

◆申込期間  令和７年１２月１５日(月)～令和８年１月９日(金) 

◆第１次試験 令和８年１月１８日（日） 

「ＳＰＩ３（総合適正検査）※」と「個人または集団面接試験」 

※民間企業で実績の多く、公務員試験対策が不要な出題内容です。 

◆第２次試験（最終試験）  令和８年２月上旬 

「個人面接試験」 

 男鹿市では、「熱意を持ち、男鹿を愛し、市民に信頼され、自
ら考え行動する職員」を求め、令和 8 年４月採用職員の３次募集
を行います。 

問い合わせ・受験申込先 
                   男鹿市総務企画部総務課人事班（男鹿市役所３階） 

               〒 010－0595  男鹿市船川港船川字泉台 66－1 
                                     電話  0185（24）9127（直通） 

 

（令和８年４月１日採用） 
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１ 受験申込から採用まで 

➀ 受験申込  令和８年１月９日（金）まで 

「受験申込書」に必要項目を記入し、持参または郵送によりお申し込みください。 

② 受験票の発行 

男鹿市から受験票及び第１次試験の詳細について、指定された住所へ郵送しま

す。 

③ 第１次試験を受験  令和８年１月１８日（日） 

男鹿市役所で、基礎能力検査・性格検査、集団又は個人面接試験を受験します。 

④ 第１次試験 合格発表  令和８年１月下旬予定 

男鹿市役所前掲示場および男鹿市ホームページに受験番号を掲示するとともに、

合格者に書面で通知します。 

⑤ 第２次試験（最終）を受験  令和８年２月上旬予定 

男鹿市役所で、個人面接試験を受験します。 

⑥ 最終合格発表 

令和８年２月中旬（予定） 

⑦ 正式採用 

令和８年４月１日 

２ 試験区分、採用予定人員及び職務内容 

試験区分 採用予定人員 職 務 内 容 

行  政  Ａ 

（大卒程度） 
２名 

市長部局・行政委員会・企業局に勤務して一般

行政事務に従事します。 

※ 申し込みできる試験区分は一つに限ります。他の区分と併願はできません。 
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３ 受験資格 

※ ただし、次のいずれかに該当する方は受験できません。 

    ① 日本国籍を有しない方 

    ② 地方公務員法第１６条（欠格条項）に該当する方 

 

４ 受験手続 

【受験申込書の配布】次のいずれかの方法をご利用ください。 

(1) 窓口 

    ➀ 男鹿市役所３階 総務課 

    ② ハローワーク（求人申し込み） 

(2) 郵送請求 

    封筒の表に「受験申込書請求」と朱書きし、140 円切手を貼った返信用封筒

（角 2・A4 判）を必ず同封してください。 

(3) 男鹿市ホームページ 

    ダウンロードして印刷してご使用ください。（入力したものでも可） 

 

【申込手続】 

受験申込書に必要事項を記入、写真（最近３か月以内）を貼付し、男鹿市総務企

画部総務課人事班に提出してください。 

郵送の場合は、封筒の表に「受験申込」と朱書きし、簡易書留郵便で送付してく

ださい。 

 

【受付期間】 
令和７年１２月１５日（月）から令和８年１月９日（金）までの土曜日、日曜日、祝日を

除く午前８時３０分から午後５時まで受け付けします。 

  郵送の場合は、令和８年１月９日（金）までに到着したものに限り受け付けします。 

 

 

 

 

試験区分 受 験 資 格 

行  政  Ａ 

（大卒程度） 
平成７年４月２日から平成１６年４月１日までに生まれた方 
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５ 試験の日程・内容・会場 

区 分 日 時 内 容 会 場 

第１次試験 

令和８年１月１８日（日） 

 

【受付時間】 

8 時 30 分～8 時 45 分 

【SPI3（基礎能力検査、性格検査）】 

9 時 00 分～11 時 00 分 

【面接試験】 

11 時 30 分～ 

※時間は変更となる場合があり

ます。詳細は、送付される受験

票等でご確認ください。 

SPI3 

・基礎能力検査 

・性格検査 

 

集団又は個人面

接試験 

男鹿市役所 

本庁舎 

第２次試験 

（最終） 
令和８年２月上旬予定 ・個人面接試験 

男鹿市役所 

本庁舎 

 (注) 受付時間に遅れた場合は、原則として受験できません。 

第２次試験の日程の詳細は、第１次試験の際に通知します。 

 
※ 第１次試験当日は、受験票及び筆記用具（鉛筆（HB または B または２

B）と消しゴム）を持参してください。 

 

６ 合格発表 

区 分 日 程 方 法 

第１次試験 １月下旬予定 
男鹿市役所前掲示場及び男鹿市ホーム

ページに受験番号を掲示するとともに、合

格者のみ通知します。 第２次試験 

（最終合格発表） 
２月中旬予定 

 試験結果や合格発表に関しての第三者及び電話での問い合わせには応じません。 

 不合格者は、試験の結果について開示請求ができます。詳しくは、総務企画部総務

課人事班にお問い合わせください。 
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７ 採用 

 （１）最終合格者は、試験区分ごとの採用候補者名簿に登載され、必要に応じて採

用されます。 

 （２）採用候補者名簿からの採用は、原則令和８年４月１日の予定です。（やむを得

ず４月１日以降の採用を希望される場合はご相談ください。） 

 （３）受験申込書記載事項等に虚偽の申告があった場合には、採用されないことが

あります。 

 （４）最終合格発表後、確認のため、次の書類を提出していただきます。 

    ・最終学歴の卒業証書（写し）又は卒業証明書、あるいは卒業見込証明書 

    ・資格を有する方 資格を証明する書類（写し） 

 （５）最終合格の他に、補欠合格を決定する場合があります。 

    最終合格者の辞退等により欠員が生じた場合、成績順に合格を決定します。 

     

 

８ 【参考】令和６年度採用試験実施状況（大卒程度） 

試 験 区 分 

採用 

予定 

人員 

第１次 

受験者 

数 

第１次 

合格者 

数 

第２次 

合格者 

数 

最終 

合格者 

数 

最終 

倍率 

行政 若干名 ４７名 ２９名 １３名 ７名 ６．７倍 
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９ 目指すべき職員像 

  ① 倫理観と使命感を持ち、市民に信頼される職員 

  ② 市民とともに考え、協働によるまちづくりを進める職員 

  ③ 経営感覚を持ち、効率的で効果的な行政運営を行う職員 

  ④ 自己啓発に努め、資質・能力向上への意欲のある職員 

 

１０ 職員に求める能力 

  ① 基礎的業務遂行能力  

    担当業務に必要な専門的知識・技術のほか市政に関する知識、社会経済動向

に関する知識などを活用して業務を正確かつ迅速に処理する能力をはじめ、理

解力、判断力、計画性など、業務を遂行するうえで必要な能力 

  ② 政策形成能力  

    地方分権の進展に伴い、住民ニーズを的確に把握し、地域課題の解決策を企

画立案、実施していく能力 

  ③ 法務能力  

    法的視点から物事を捉えるセンスや法的実務能力であり、政策形成能力を支

える重要な能力 

  ④ 対人能力  

    部下の把握･指導育成能力、折衝能力、説明能力、調整能力、協調性など 

  ⑤ 問題解決能力  

    問題意識を持ち、最善の解決策を導き出す能力 

  ⑥ 組織管理能力  

    組織がその目的に沿って的確に機能するように運営していく能力 

  ⑦ 行政経営能力  

    総合的、長期的な視点と経営的視点から、高いマネジメント能力と改革意欲を

持って行政運営に取り組む能力 

  ⑧ 危機管理能力  

    危機を察知する鋭敏な感覚と先を見通す目を持ち、危機発生時には部下を取

りまとめ果断な判断を下す能力 

 

 

 

 

 

 

 

◆中でも以下の能力を持った方を求めています！ 

  ・ 人に働きかけ、多くの人と関係を築く 

  ・ さまざまな環境に適応できる柔軟性を持つ 

  ・ 困難な課題にも果敢に取り組む 
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１１ 研修制度 

 （１）独自研修 

    学識経験のある者又は職員等を講師とし、各職位に必要とされる知識や、当

該担当職務遂行上必要とされる知識又は技術を修得します。 

    ・初任者研修 

    ・法律専門研修 

    ・人事評価制度研修  等 

 （２）派遣研修 

    国、他の地方公共団体その他のものの主管する学校及び講習会又はその他

の研修に職員を派遣し、職務に関連する学理、知識又は技術を修得します。 

    ・秋田県市長会都市職員研修          【秋田県市長会】 

    ・能力開発研修（県・市町村合同研修）   【秋田県自治研修所】 

    ・市町村アカデミー研修               【市町村職員中央研修所】 

    ・秋田県市町村職員海外研修          【秋田県市町村振興協会】 

    ・自治大学校 

    ・東北自治研修所  等 

 （３）自主研修 

    職員は、行政事務能率改善等を目的とする研究を自主的に行うよう努めなけ

ればなりません。 

 （４）職場研修 

    所属長又はその命を受けた職員は、その所属職員に対し実務を通じ、常に適

切な研修指導を行うよう努めなければなりません。 

 

１２ 給与 

 （１）初任給（令和７年４月１日現在）は、次のとおりです。 

 

試験区分 給料月額 

大卒程度 ２２７，２０１円 

 

 （２）採用前の職歴等については、男鹿市職員給与条例等に基づき、学歴及び職歴

等を換算して加算する場合があります。 

 （３）給料のほか期末・勤勉手当（年間４．６０月分）や、扶養手当、住居手当、通勤手

当、寒冷地手当、時間外勤務手当等の諸手当がそれぞれの支給要件に応じて

支給されます。 

 （４）給与改定等があった場合には変更になることがあります。 
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１３ 人事制度・勤務条件・福利厚生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆配属 

 事務職の場合は、採用後の配属先

は直接市民と接する職場（税、住民登

録、福祉、観光ほか）、技術職や資格

職の場合は、それぞれの専門知識・

技術に関連する職場（土木、建築、福

祉、保健ほか）などに配属されます。 

◆人事評価 

 上司が職員の能力と業績を公平か

つ客観的に評価します。 

 評価を通じて「人材の育成」が図ら

れるとともに、業務改善や職員の自己

実現の充実に寄与することが期待さ

れます。 

◆勤務時間 

 ８時３０分～１７時１５分 

 （休憩時間１２時００分～１３時００分） 

  ※ 勤務場所によって異なる場合

があります。 

◆休暇等 

 年次有給休暇 

 （年２０日、４月１日採用者は１５日） 

 ※ 条例により採用経過月ごとに付

与日数が定められ、最終的に１５

日となります。 

 特別休暇 

 （夏季休暇、結婚、産前産後、 

職員の妻の出産、子の看護、 

育児支援関連、短期介護、 

ボランティア、忌引 等） 

 病気休暇 

 介護休暇 

 育児休業  等 

◆秋田県市町村職員共済組合 

 短期給付（医療保険） 

 長期給付（年金） 

 福祉事業（人間ドック助成、契約宿

泊施設宿泊助成、がん検診等助成、

インフルエンザ予防接種助成、特定

健康診査・特定保健指導、貯金 等） 

◆人事異動 

 毎年４月に定期人事異動を行ってい

ます。人材育成のため、幅広い業務

を経験できるように概ね３年～５年の

サイクルで行います。専門知識を必

要とする職場などでは、勤続年数が

長くなることもあります。 

◆健康管理 

 定期健康診断、婦人ドック、ストレス

チェック等を行っています。 

 毎週水曜日にはノー残業デーを設

定し、定時退庁を励行しています。 

◆休日 

 土曜日、日曜日、祝日法による休日

（祝日）、１２月２９日から翌年１月３日

までの日 

 ※ 配属先によっては、土曜日、日

曜日又は祝日に勤務があります

が、原則として週休二日制です。 

◆男鹿市職員互助会 

 結婚や出産等の祝金、傷病見舞

金、弔慰金、勤続祝金等の給付 

 インフルエンザ予防接種助成 

 サークル活動への助成 

 職場の親睦を深める機会への助成 

 リフレッシュ給付  等 
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１４ 男鹿市の組織 

令和７年４月１日現在 

総務企画部 

企画政策課、若美支所、地域コミュニティセンター 

総務課 

危機管理課 

財政課 

税務課 

市民福祉部 

福祉課 

介護サービス課、地域包括支援センター 

生活環境課 

子育て健康課、こども家庭センター、保健センター 

観光文化スポーツ部 

観光課 

男鹿まるごと売込課 

文化スポーツ課 

市民文化会館 

産業建設部 
農林水産課 

建設課 

男鹿みなと市民病院 診療部、看護部、事務局 

会計管理者 会計課 

議会 事務局 

教育委員会 

教育総務課 

こども未来課 

小・中学校、図書館、公民館、保育園 

選挙管理委員会 事務局 

監査委員 事務局 

農業委員会 事務局 

企業局 
管理課 

ガス上下水道課 

 

各庁舎 

本庁舎 
〒０１０－０５９５ 

秋田県男鹿市船川港船川字泉台６６番地１ 

若美庁舎 
〒０１０－０４２２ 

秋田県男鹿市角間崎家ノ下４５２番地 
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１５ 男鹿市の風景 

 

 


